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    規     則 

和歌山県規則第14号 

和歌山県税規則等の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和8年3月31日 

和歌山県知事 宮 﨑   泉 

和歌山県税規則等の一部を改正する規則 

（和歌山県税規則の一部改正） 

第1条 和歌山県税規則（昭和25年和歌山県規則第56号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
  

（徴収猶予の申請手続等） 
第５条の２ 略 
２・３ 略 
４ 県税事務所の長は、法第15条第１項、同条第
２項、同条第４項、法第72条の38の２第１項、
同条第５項、同条第６項、同条第７項において
準用する同条第５項、条例第42条の25第１項、
条例第42条の27の２第３項、条例第42条の27の
３第３項、条例第42条の27の４第３項、条例第
42条の27の５第３項、条例第42条の27の６第３
項、条例第42条の27の７第３項若しくは法第14
４条の29の規定により徴収猶予をする場合又は
法第15条の３、法第72条の38の２第８項、同条
第９項、条例第42条の26、条例第42条の27の２
第４項、条例第42条の27の３第５項、条例第42
条の27の４第５項、条例第42条の27の５第５項
、条例第42条の27の６第５項若しくは条例第42
条の27の７第５項の規定により徴収猶予を取り
消す場合においては、それぞれ徴収猶予通知書
又は徴収猶予取消通知書により通知しなければ
ならない。 

 
５・６ 略 
 
（徴収の引継ぎ等） 

第５条の２の６ 県税事務所の長は、徴収金（次
項又は第３項に掲げるものを除く。）を納付し
、又は納入すべき者が他の県税事務所の長の所

（徴収猶予の申請手続等） 
第５条の２ 略 
２・３ 略 
４ 県税事務所の長は、法第15条第１項、同条第
２項、同条第４項、法第72条の38の２第１項、
同条第５項、同条第６項、同条第７項において
準用する同条第５項、条例第42条の25第１項、
条例第42条の27の２第３項、条例第42条の27の
３第３項、条例第42条の27の４第３項、条例第
42条の27の５第３項、条例第42条の27の６第３
項、条例第42条の27の７第３項、法第1 4 4条の
29若しくは条例第71条第２項の規定により徴収
猶予をする場合又は法第15条の３、法第72条の
38の２第８項、同条第９項、条例第42条の26、
条例第42条の27の２第４項、条例第42条の27の
３第５項、条例第42条の27の４第５項、条例第
42条の27の５第５項、条例第42条の27の６第５
項、条例第42条の27の７第５項若しくは条例第
71条第５項の規定により徴収猶予を取り消す場
合においては、それぞれ徴収猶予通知書又は徴
収猶予取消通知書により通知しなければならな
い。 

５・６ 略 
 
（徴収の引継ぎ等） 

第５条の２の６ 県税事務所の長は、徴収金（次
項から第４項までに掲げるものを除く。）を納
付し、又は納入すべき者が他の県税事務所の長
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管区域内に住所、居所、家屋敷、事務所若しく
は事業所を有し、又はその者の財産が他の県税
事務所の長の所管区域内にある場合において、
必要があるときは、その者の住所、居所、家屋
敷、事務所若しくは事業所又は財産の所在地を
所管する県税事務所の長にその徴収の引継ぎを
することができる。 

２・３ 略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（自動車税の減免に係る身体障害者等の範囲） 

第７条の５の３ 条例第73条の２第１項第１号の
身体障害者等のうち規則で定める者は、次の各
号のいずれかに該当する者をいう。 

 
(１) 身体障害者 身体障害者福祉法第15条第４

項の規定による身体障害者手帳の交付を受け
ている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害
の区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は右欄
に定める身体障害者福祉法施行規則（昭和25
年厚生省令第15号）別表第５号に定める障害
の級別に該当する障害を有するもの 

障害の区分 条例第73条の
２第１項第１
号アに該当す
る者の障害の
級別 

条例第73条の
２第１項第１
号イ及びウに
該当する者の
障害の級別 
 
 
 

略 

(２) 戦傷病者 戦傷病者特別援護法第４条第１
項又は第２項の規定による戦傷病者手帳の交
付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲
げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄
又は右欄に掲げる恩給法（大正12年法律第48
号）別表第１号表の２に定める重度障害の程
度又は同法別表第１号表の３に定める障害の
程度に該当する障害を有するもの 

障害の区分 条例第73条の
２第１項第１
号アに該当す
る者の重度障
害の程度又は
障害の程度 

条例第73条の
２第１項第１
号イ及びウに
該当する者の
重度障害の程
度又は障害の
程度 
 
 
 

略 

(３)・(４) 略 
 
（特別の仕様又は構造変更の範囲） 

第７条の５の４ 条例第73条の２第１項第２号の
規則で定める特別の仕様は、特種用途自動車の

の所管区域内に住所、居所、家屋敷、事務所若
しくは事業所を有し、又はその者の財産が他の
県税事務所の長の所管区域内にある場合におい
て、必要があるときは、その者の住所、居所、
家屋敷、事務所若しくは事業所又は財産の所在
地を所管する県税事務所の長にその徴収の引継
ぎをすることができる。 

２・３ 略 
４ 知事は、自動車税の環境性能割に係る未納の
徴収金がある場合は、当該徴収金に係る自動車
の主たる定置場の所在地を所管する県税事務所
の長に対し、その徴収を嘱託するものとする。
ただし、特に必要と認めるときは、この限りで
ない。 
 
（条例第68条第４項の規則で定めるもの） 

第７条の５の３ 条例第68条第４項に規定する規
則で定めるものは、道路運送車両法（昭和26年
法律第1 8 5号）第13条の規定による登録の申請
とする。 

 
（自動車税の減免に係る身体障害者等の範囲） 

第７条の５の４ 条例第73条の２第１項第１号及
び第73条の13第１項第１号の身体障害者等のう
ち規則で定める者は、次の各号のいずれかに該
当する者をいう。 
(１) 身体障害者 身体障害者福祉法第15条第４

項の規定による身体障害者手帳の交付を受け
ている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害
の区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は右欄
に定める身体障害者福祉法施行規則（昭和25
年厚生省令第15号）別表第５号に定める障害
の級別に該当する障害を有するもの 

障害の区分 条例第73条の
２第１項第１
号ア及び第73
条の13第１項
第１号アに該
当する者の障
害の級別 

条例第73条の
２第１項第１
号イ及びウ並
びに第73条の
13第１項第１
号イ及びウに
該当する者の
障害の級別 

略 

(２) 戦傷病者 戦傷病者特別援護法第４条第１
項又は第２項の規定による戦傷病者手帳の交
付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲
げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄
又は右欄に掲げる恩給法（大正12年法律第48
号）別表第１号表の２に定める重度障害の程
度又は同法別表第１号表の３に定める障害の
程度に該当する障害を有するもの 

障害の区分 条例第73条の
２第１項第１
号ア及び第73
条の13第１項
第１号アに該
当する者の重
度障害の程度
又は障害の程
度 

条例第73条の
２第１項第１
号イ及びウ並
びに第73条の
13第１項第１
号イ及びウに
該当する者の
重度障害の程
度又は障害の
程度 

略 

(３)・(４) 略 
 
（特別の仕様又は構造変更の範囲） 

第７条の５の５ 条例第73条の２第１項第２号及
び第73条の13第１項第２号の規則で定める特別
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うち車椅子を昇降させ、若しくは固定させる装
置又は浴槽及びその付帯設備を備えた仕様とし
、同号の規則で定める構造変更は、自動車にこ
れらの装置等を装着し、又は設置することによ
って行う構造変更とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（自動車税の減免限度額） 

第７条の５の５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

条例第73条の２第１項の規則で定める額は、
次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各
号に定める額に相当する額とする。 
(１) 普通徴収の方法によって徴収されるものに

あっては納期限、証紙徴収の方法によって徴
収されるものにあっては県が発行する証紙を
もってその税金を払い込むこととされている
日の翌日から起算して１月を経過する日まで
に申請があったとき 総排気量が1 . 5リット
ルを超え2 . 0リットル以下の自家用の乗用車
（三輪の小型自動車に属するものを除く。）
に課すべき自動車税の額（法第1 5 7条又は条
例附則第16項、第16項の４若しくは第16項の
５の規定の適用を受けるものにあっては、当
該額） 

(２) 前号に規定する期日後に申請があったとき 
当該自動車に係る自動車税の額と前号に定

める額のいずれか少ない額を申請があった日
の属する月の翌月から月割りによって計算し
て得た額 

 
（自動車税の減免申請書の提出期限） 

の仕様は、特種用途自動車のうち車椅子を昇降
させ、若しくは固定させる装置又は浴槽及びそ
の付帯設備を備えた仕様とし、条例第73条の２
第１項第２号及び第73条の13第１項第２号の規
則で定める構造変更は、自動車にこれらの装置
等を装着し、又は設置することによって行う構
造変更とする。 

２ 条例第73条の２第１項第３号の規則で定める
特別の仕様は、車椅子を昇降させ、若しくは固
定させる装置、浴槽及びその付帯設備、昇降装
置付き回転座席、スロープ板又は車高調整機能
に係る装置を備えた仕様とし、同号の規則で定
める構造変更は、自動車にこれらの装置等を装
着し、又は設置することによって行う構造変更
とする。 

３ 条例第73条の２第１項第４号の規則で定める
特別の仕様は、運転装置、制御装置等が専ら身
体障害者等が運転するための特別の仕様とし、
同号の規則で定める構造変更は、自動車にこれ
らの装置等を装着することによって行う構造変
更とする。 

 
（自動車税の減免限度額） 

第７条の５の６ 条例第73条の２第１項の規則で
定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ当該各号に定める額に相当する額とする
。 
(１) 条例第73条の２第１項第１号に掲げる自動

車であって、身体障害者等の運転又は利用に
供するために前条第２項又は第３項に規定す
る特別の仕様又は構造変更が加えられたもの
（次号において「構造変更自動車」という。
）の取得 2 7 0万円に当該自動車に係る特別
の仕様又は構造変更に要した額を加算した額
に当該自動車に係る自動車税の環境性能割の
税率を乗じて得た額 

(２) 条例第73条の２第１項第１号に掲げる自動
車であって、構造変更自動車以外の自動車の
取得 2 7 0万円に当該自動車に係る自動車税
の環境性能割の税率を乗じて得た額 

(３) 条例第73条の２第１項第２号に掲げる自動
車の取得 当該自動車に係る自動車税の環境
性能割の額 

(４) 条例第73条の２第１項第３号又は第４号に
掲げる自動車の取得 当該自動車に係る特別
の仕様又は構造変更に要した額に当該自動車
に係る自動車税の環境性能割の税率を乗じて
得た額 

２ 条例第73条の13第１項の規則で定める額は、
次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各
号に定める額に相当する額とする。 
(１) 普通徴収の方法によって徴収されるものに

あっては納期限、証紙徴収の方法によって徴
収されるものにあっては県が発行する証紙を
もってその税金を払い込むこととされている
日の翌日から起算して１月を経過する日まで
に申請があったとき 総排気量が1 . 5リット
ルを超え2 . 0リットル以下の自家用の乗用車
（三輪の小型自動車に属するものを除く。）
に課すべき自動車税の種別割の額（法第1 7 7
条の10又は条例附則第16項、第16項の４若し
くは第16項の５の規定の適用を受けるものに
あっては、当該額） 

(２) 前号に規定する期日後に申請があったとき 
当該自動車に係る自動車税の種別割の額と

前号に定める額のいずれか少ない額を申請が
あった日の属する月の翌月から月割りによっ
て計算して得た額 

 
（自動車税の減免申請書の提出期限） 
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第７条の５の６ 
 
 
 
 

条例第73条の２第２項及び第３項の申請書は
、次に掲げる期日までに提出しなければならな
い。 
(１)・(２) 略 

 
（自動車税の減免申請の際に提示すべき書類） 

第７条の６ 条例第73条の２第２項の規則で定め
る書類は、身体障害者手帳（身体障害者手帳の
交付を受けないで、戦傷病者手帳の交付を受け
ている者にあっては、戦傷病者手帳とする。）
、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳とする
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（自動車税に関する証明書） 

第８条の３ 自動車税の納税義務者は、道路運送
車両法（昭和26年法律第1 8 5号）第97条の２に
規定する書面又は現に自動車税を滞納している
ことが天災その他やむを得ない事由によるもの
であることを証する書面の交付を申請するとき
は、自動車税納税証明書（継続検査・構造等変
更検査用）交付申請書を県税事務所の長に提出
しなければならない。 

２ 県税事務所の長は、前項の規定による申請書
の提出があったときは、当該自動車に係る自動
車税が現に滞納していないとき又はその滞納し
ていることが天災その他やむを得ない理由によ
るものであると認めるときは、直ちに自動車税
納税証明書（継続検査・構造等変更検査用）を
当該申請者に交付しなければならない。 

 
３ 略 
 
第13条 法令、条例又はこの規則により市町村長
、納税義務者、特別徴収義務者等が徴収金を払
い込み、若しくは納付し、又は納入する文書等
及び知事又は県税事務所の長に提出する報告書
、申請書等の書類並びに特別徴収義務者が備え
付ける帳簿等で次の各号に掲げるものの様式は
、当該各号に定めるところによる。 
(１)～(６) 略 
 
 
 
 
 
 
 

 
(７) 身体障害者等に係る自動車税減免申請書 

別記第７号様式 
(７)の２ 身体障害者等の利用に供するため構造

変更等を行った自動車等に対する自動車税減
免申請書 別記第７号の２様式 

(７)の３ 所有権留保付自動車の買主の住所等報

第７条の５の７ 条例第73条の２第２項及び第３
項の減免申請書は、条例第68条第１項の規定に
より申告書を提出することとされている日の翌
日から起算して１月を経過する日までに提出し
なければならない。 

２ 条例第73条の13第２項及び第３項の申請書は
、次に掲げる期日までに提出しなければならな
い。 
(１)・(２) 略 

 
（自動車税の減免申請の際に提示すべき書類） 

第７条の６ 条例第73条の２第２項及び第73条の
13第２項の規則で定める書類は、身体障害者手
帳（身体障害者手帳の交付を受けないで、戦傷
病者手帳の交付を受けている者にあっては、戦
傷病者手帳とする。）、療育手帳又は精神障害
者保健福祉手帳とする。 

 
（自動車税の環境性能割に係る更正、決定等に
関する通知の手続） 

第７条の６の２ 知事は、法第1 6 8条第４項の規
定により自動車税の環境性能割に係る更正若し
くは決定を通知する場合又は法第1 7 1条第７項
の規定により過少申告加算金額若しくは不申告
加算金額の決定を通知する場合若しくは法第17
２条第５項の規定により重加算金額の決定を通
知する場合は、自動車税（環境性能割）更正決
定通知書によらなければならない。 

 
（自動車税の種別割に関する証明書） 

第８条の３ 自動車税の種別割の納税義務者は、
道路運送車両法第97条の２に規定する書面又は
現に自動車税の種別割を滞納していることが天
災その他やむを得ない事由によるものであるこ
とを証する書面の交付を申請するときは、自動
車税（種別割）納税証明書（継続検査・構造等
変更検査用）交付申請書を県税事務所の長に提
出しなければならない。 

２ 県税事務所の長は、前項の規定による申請書
の提出があったときは、当該自動車に係る自動
車税の種別割が現に滞納していないとき又はそ
の滞納していることが天災その他やむを得ない
理由によるものであると認めるときは、直ちに
自動車税（種別割）納税証明書（継続検査・構
造等変更検査用）を当該申請者に交付しなけれ
ばならない。 

３ 略 
 
第13条 法令、条例又はこの規則により市町村長
、納税義務者、特別徴収義務者等が徴収金を払
い込み、若しくは納付し、又は納入する文書等
及び知事又は県税事務所の長に提出する報告書
、申請書等の書類並びに特別徴収義務者が備え
付ける帳簿等で次の各号に掲げるものの様式は
、当該各号に定めるところによる。 
(１)～(６) 略 
(７) 自動車税（環境性能割）修正申告書 別記

第７号様式 
(７)の２ 譲渡担保財産に係る徴収猶予申告書 

別記第７号の２様式 
(７)の３ 譲渡担保財産に係る自動車税の環境性

能割の還付申請書 別記第７号の３様式 
(７)の４ 性能不良等による自動車税の環境性能

割の還付申請書 別記第７号の４様式 
(７)の５ 身体障害者等に係る自動車税減免申請

書 別記第７号の５様式 
(７)の６ 身体障害者等の利用に供するため構造

変更等を行った自動車等に対する自動車税減
免申請書 別記第７号の６様式 

(７)の７ 所有権留保付自動車の買主の住所等報
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告書 別記第７号の３様式 
(７)の４ 商品中古自動車に係る自動車税減免申

請書 別記第７号の４様式 
(７)の５ 自動車税納税済確認証明書交付申請書 

 別記第７号の５様式 
(７)の６ 自動車税納税証明書（継続検査・構造

等変更検査用）交付申請書 別記第７号の６
様式 

(８)～(11)の８ 略 
 
第14条 法令、条例又はこの規則により知事又は
県税事務所の長が納税義務者、特別徴収義務者
、第２次納税義務者、保証人等に交付する納税
通知書、通知書、告知書等の文書及び県が作成
する用紙、印等で次の各号に掲げるものの様式
は、当該各号に定めるところによる。 
(１) 略 
(１)の２ 自動車税口座振替用納税通知書 別記

第11号の２様式 
(２)～(10) 略 
(10)の２ 自動車税減額通知書兼過誤納金還付通

知書 別記第20号の２様式 
(10)の２の２ 自動車税減額通知書兼過誤納金還

付及び充当通知書 別記第20号の２の２様式 
 
(10)の３～(18) 略 
 
 
(19) 自動車税納税証明書（継続検査・構造等変

更検査用） 別記第29号様式 
(20) 自動車税納税済印 別記第30号様式 
 
 
 
 
 
 
 
 
(21)～(28) 略 

２ 略 
 

附 則 
（条例附則第14項の９の３の当該他の法人） 

４ 条例附則第14項の９の３に規定する規則で定
めるものは、同項の認定特別事業再編事業者が
産業競争力強化法（平成25年法律第98号）第24
条の２第１項の認定の申請の日前５年以内に同
法第２条第18項に規定する他の事業者（以下こ
の項において「他の法人」という。）の株式若
しくは出資の取得をし、又は他の法人の株式を
譲り受け、これをその取得又は譲受けの日以後
引き続き有しており、かつ、同日以後継続して
当該他の法人との間に完全支配関係（法人税法
第２条第12号の７の６に規定する完全支配関係
をいう。）がある場合における当該他の法人で
あって、事業再編の実施に関する指針（平成26
年財務省・経済産業省告示第１号）に従って条
例附則第14項の９の３の当該特別事業再編のた
めの措置を行うものとする。 

告書 別記第７号の７様式 
(７)の８ 商品中古自動車に係る自動車税（種別

割）減免申請書 別記第７号の８様式 
(７)の９ 自動車税（種別割）納税済確認証明書

交付申請書 別記第７号の９様式 
(７)の10 自動車税（種別割）納税証明書（継続

検査・構造等変更検査用）交付申請書 別記
第７号の10様式 

(８)～(11)の８ 略 
 
第14条 法令、条例又はこの規則により知事又は
県税事務所の長が納税義務者、特別徴収義務者
、第２次納税義務者、保証人等に交付する納税
通知書、通知書、告知書等の文書及び県が作成
する用紙、印等で次の各号に掲げるものの様式
は、当該各号に定めるところによる。 
(１) 略 
(１)の２ 自動車税（種別割）口座振替用納税通

知書 別記第11号の２様式 
(２)～(10) 略 
(10)の２ 自動車税（種別割）減額通知書兼過誤

納金還付通知書 別記第20号の２様式 
(10)の２の２ 自動車税（種別割）減額通知書兼

過誤納金還付及び充当通知書 別記第20号の
２の２様式 

(10)の３～(18) 略 
(19) 自動車税（環境性能割）更正決定通知書 

別記第29号様式 
(20) 自動車税（種別割）納税証明書（継続検査

・構造等変更検査用） 別記第30号様式 
(20)の２ 自動車税納税済印 別記第30号の２様

式 
(20)の３ 軽自動車税（環境性能割）払込通知書 

 別記第30号の３様式 
(20)の４ 軽自動車税（環境性能割）賦課徴収状

況報告書 別記第30号の４様式 
(20)の５ 軽自動車税の環境性能割の徴収取扱費

に関する通知・交付請求書 別記第30号の５
様式 

(21)～(28) 略 
２ 略 
 

附 則 
（条例附則第15項の規則で定めるもの） 

４ 条例附則第15項に規定する規則で定めるもの
は、国土交通大臣が地方バス路線維持のため交
付する補助の対象とする路線とする。 

  

別記第7号様式から別記第7号の4様式までを削る。 

別記第7号の5様式を次のように改め、同様式を別記第7号様式とする。 
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別記第7号様式（第13条関係） 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者等に係る自動車税減免申請書 

年  月  日  

         和歌山県知事 様 

         県税事務所長 様 

住 所                   
フリガナ                   
氏 名                   
（連絡先電話          ）      

 和歌山県税条例第73条の2第2項の規定により次のとおり申請します。 

 減免を受けよう

とする課税年度 
年度  徴 収 の 方 法 普通徴収 ・ 証紙徴収 

 

申

請

対

象

自

動

車 

登 録 番 号   車台番号   

所 有 者 住 所   氏 名   

使 用 者 住 所   氏 名   

定 置 場 

  登
録
車
両 

新 車 

中古車 

登録（予定）年月日 種別・用途

排 気 量 

  

年 月 日 

使 用 目 的   ※自動車は自家用
であること 

身

体

障

害

者

等 

住 所   

フリガナ 
氏 名 

  生年月日 

手帳の種類 有効期限       

番 号   

交付年月日 （再交付   年  月  日）   

障害の名称、
等 級 及 び
再認定年月日 

（障害の名称）        （等級）    （再認定年月日） 
 

級     年  月  日 

運

転

者 

住 所   

氏 名 
  生年月日 

身体障害者

等との関係 

  
職 業 

  

運転免許証 
 （番号）         （交付年月日）        （有効期間の末日） 

 第     号    年  月  日    年  月  日 

免許情報記録

個人番号カード 

 （免許情報記録の番号）  （免許情報記録の有効期間の末日） 

 第     号    年  月  日 
運転免許の
種 類 

  運転免許の
附 帯 条 件 

 構造変更 有・無 

還付先

口 座 

  預 金 種 類 普通（総合）・当座 

銀行 
金庫 
組合 

本店 
支店 
支所 

口 座 番 号               

口座名義人（カナ）   

  
  裏面の注意事項をお読みください。
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（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 意 

 1 身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障

害者等を常時介護する者によって運転される場合は、福祉事務所、町村、振興局、戦傷

病者の援護事務を処理する機関（県援護事務主管部課）又は保健所の長が発行する当該

事実を証明する書類を添付してください。 

 2 この申請書を提出する際は、運転免許証又は免許情報記録個人番号カード及び身体障

害者にあっては身体障害者手帳、戦傷病者にあっては戦傷病者手帳、知的障害者にあっ

ては療育手帳、精神障害者にあっては精神障害者保健福祉手帳を提示してください。 

 3 運転免許証を提示した場合にあっては、「運転免許証」欄に運転免許証の番号、交付

年月日及び有効期間の末日を、免許情報記録個人番号カードを提示した場合にあって

は、「免許情報記録個人番号カード」欄に免許情報記録の番号及び有効期間の末日を記

入してください。 

 4 申請対象自動車について身体障害者等が利用するための構造変更がある場合、構造変

更に要した費用及び変更内容が分かる書面等を添付してください。 

 5 還付先口座は、還付金が発生した場合に使用します。あなた名義の口座を記入してく

ださい。 
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別記第7号の6様式を次のように改め、同様式を別記第7号の2様式とする。 
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別記第7号の2様式（第13条関係） 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
身体障害者等の利用に供するため構造変更等を

行った自動車等に対する自動車税減免申請書 

  

年  月  日  

 

        和歌山県知事 様 
        県税事務所長 様 

住 所                  

氏 名                  

（連絡先電話番号         ）   

 和歌山県税条例第73条の2第3項の規定により次のとおり申請します。 

 減免を受けよう

とする課税年度 
年度  

徴 収 の 方 法 

及びその税額 

普通徴収分           円 

証紙徴収分           円 

 

申

請

対

象

自

動

車 

登録番号   車台番号   

車名及び型式   

所有者 
住 所   

氏 名   

使用者 
住 所   

氏 名   

定置場   取得年月日 ・ ・ ・ 種別・用途   

使 用 目 的   

還付先

口 座 
銀行 
金庫 
組合 

本店 
支店 
支所 

預 金 種 目 普通（総合) ・当座 

口 座 番 号               

口座名義人（カナ）   

備

考 

  

  

添付書類 1 当該自動車に係る売買（リース）契約書の写し 

     2 特別の仕様により製造又は構造変更が加えられたことを証する書類及び当該変更

等に要した費用を証する書類 

     3 当該自動車の使用目的が分かる書類（施設等の取得の場合） 

     4 当該自動車を利用する身体障害者等との関係を証明する書類（住民票等）（個人取

得の場合（個人が事業の用に供する場合を除く。）） 

     5 車検証の写し（登録済の場合のみ） 
 
裏面の注意事項をお読みください。
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（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 意 

 1 個人取得の場合（個人が事業の用に供する場合を除く。）には、当該自動車を利用す

る身体障害者等が取得されている身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障

害者保健福祉手帳の提示が必要となります。 

 2 還付先口座は、還付金が発生した場合に使用します。あなた名義の口座を記入してく

ださい。 
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別記第7号の7様式中「第73条の9第4項」を「第70条第4項」に改め、同様式を別記第7号の3様式とす

る。 

別記第7号の8様式中「商品中古自動車に係る自動車税（種別割）減免申請書」を「商品中古自動車に

係る自動車税減免申請書」に、「第73条の12」を「第73条」に改め、「の種別割」を削り、同様式を別

記第7号の4様式とする。 

別記第7号の9様式中「自動車税（種別割）納税済確認証明書交付申請書」を「自動車税納税済確認証

明書交付申請書」に改め、同様式を別記第7号の5様式とする。 

別記第7号の10様式中「自動車税（種別割）納税証明書交付申請書（継続検査・構造等変更検査用）」 

を「自動車税納税証明書交付申請書（継続検査・構造等変更検査用）」に改め、同様式を別記第7号の6

様式とする。 

別記第11号様式（その2）を次のように改める。 
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別記第11号の2様式中「自動車税（種別割）納税通知（口座振替分）」を「自動車税納税通知書（口

座振替分）」に、「自動車税（種別割）納税通知書」を「自動車税納税通知書」に、「第73条の5」を

「第65条」に改める。 

別記第20号様式（その3）中「自動車税（種別割）減額通知書」を「自動車税減額通知書」に、 

「    「    

自動車税（種別割） 
」 

を 自動車税 
」 

に改め、 

      
「の種別割」を削る。 

別記第20号の2様式（表面）中「自動車税（種別割）減額通知書兼過誤納金還付通知書」を「自動車

税減額通知書兼過誤納金還付通知書」に改め、同様式（裏面）中「の種別割」を削る。 

別記第20号の2の2様式中「自動車税（種別割）減額通知書兼過誤納金還付及び充当通知書」を「自動

車税減額通知書兼過誤納金還付及び充当通知書」に改める。 

別記第29号様式を削る。 

別記第30号様式（その1）中「自動車税（種別割）納税証明書（継続検査・構造等変更検査用）」を

「自動車税納税証明書（継続検査・構造等変更検査用）」に改め、同様式（その1）を別記第29号様式

（その1）とし、別記第30号様式（その2）中「自動車税（種別割）納税証明書（継続検査・構造等変更

検査用）」を「自動車税納税証明書（継続検査・構造等変更検査用）」に、「自動車税（種別割）に」

を「自動車税に」に改め、「の種別割」を削り、同様式（その2）を別記第29号様式（その2）とし、別

記第30号様式（その3）中「自動車税（種別割）納税証明書（継続検査・構造等変更検査用）」を「自

動車税納税証明書（継続検査・構造等変更検査用）」に、「自動車税（種別割）は」を「自動車税は」

に改め、同様式（その3）を別記第29号様式（その3）とする。 

別記第30号の2様式備考第3号を削り、同様式を別記第30号様式とする。 

別記第30号の3様式から別記第30号の5様式までを削る。 

（納税貯蓄組合法施行規則の一部改正） 

第2条 納税貯蓄組合法施行規則（昭和38年和歌山県規則第58号）の一部を次のように改める。 

別記第3号様式中「自動車税（種別割）」を「自動車税」に改める。 

（和歌山県自動車税証紙等規則の一部改正） 

第3条 和歌山県自動車税証紙等規則（昭和45年和歌山県規則第23号）の一部を次のように改める。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
  

（趣旨） 
第１条 この規則は、和歌山県税条例（昭和25年
和歌山県条例第37号）第68条の規定に基づき、
自動車税の徴収のために県が発行する和歌山県
自動車税証紙（以下「証紙」という。）及び証
紙代金収納計器（以下「計器」という。）の取
扱等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 
 
 
 
 
（領収証書の不発行） 

第４条 証紙又は証紙印の押印を受けることによ
り自動車税を徴収したときは、領収証書は、発
行しない。 

（趣旨） 
第１条 この規則は、和歌山県税条例（昭和25年
和歌山県条例第37号）第68条及び第73条の８並
びに地方税法（昭和25年法律第2 2 6号）附則第
29条の12の規定に基づき、自動車税の環境性能
割及び種別割並びに軽自動車税の環境性能割の
徴収のために県が発行する和歌山県自動車税証
紙及び軽自動車税（環境性能割）証紙（以下単
に「証紙」という。）及び証紙代金収納計器（
以下「計器」という。）の取扱等に関し必要な
事項を定めるものとする。 

 
（領収証書の不発行） 

第４条 証紙又は証紙印の押印を受けることによ
り自動車税の環境性能割及び種別割並びに軽自
動車税の環境性能割を徴収したときは、領収証
書は、発行しない。 

  

別記第1及び別記第2を次のように改める。 
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別記第1（第2条関係） 

1 形式 

 

 

 

 

 

印刷寸法 縦 2.25センチメートル 

     横 3.3センチメートル 

注 意匠は各紙共通とし、金額は証紙の種類に応じて変えるものとする。 

2 種類及び刷色 

10円      青            500円   紫 

       30円   青 緑         1,000円   暗 青 

    50円   赤 紫         3,000円   茶 

   100円   緑           5,000円   赤 

   300円   明るい茶        10,000円   暗 紫 
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別記第2（第2条関係） 

1 形式 

 

 

 

 

 

 

2 印面寸法 縦 2.3センチメートル 

       横 6.6センチメートル 
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別記第1号様式中「自動車税証紙及び軽自動車税（環境性能割）証紙等売りさばき人」を「自動車税

証紙等売りさばき人」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

（事業税に関する経過措置） 

2 第1条の規定による改正後の和歌山県税規則（以下「新規則」という。）附則第4項の規定は、この規

則の施行の日（以下この項並びに附則第6項及び第10項において「施行日」という。）以後に開始する事

業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税について

は、なお従前の例による。 

（自動車税に関する経過措置） 

3 新規則の規定中自動車税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の自動車税について適用する。 

4 第2条の規定による改正後の納税貯蓄組合法施行規則の規定中自動車税に関する部分は、令和8年度以

後の年度分の自動車税について適用する。 

5 第3条の規定による改正後の和歌山県自動車税証紙等規則（附則第11項において「新証紙等規則」とい

う。）の規定中自動車税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の自動車税について適用する。 

6 施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

7 令和7年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

8 令和7年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律（令和8年法律第2号）第1条の規定による

改正前の地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する自動車税の種別割を課されたことがある自動車

（次項の規定の適用があるものを除く。）についての新規則第8条の3第1項及び第2項の規定の適用につ

いては、同条第1項中「自動車税を」とあるのは「令和7年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正す

る法律（令和8年法律第2号）第1条の規定による改正前の法に規定する自動車税の種別割又は令和8年度

以後の年度分の自動車税（次項において「自動車税等」という。）を」と、同条第2項中「自動車税が」

とあるのは「自動車税等が」とする。 

9 令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律（平成28年法律第13号）第2条の規定

による改正前の地方税法に規定する自動車税を課されたことがある自動車についての新規則第8条の3第1

項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「自動車税を」とあるのは「令和元年度以前の年度

分の地方税法等の一部を改正する等の法律（平成28年法律第13号）第2条の規定による改正前の法に規定

する自動車税、令和2年度から令和7年度までの各年度分の地方税法等の一部を改正する法律（令和8年法

律第2号）第1条の規定による改正前の法に規定する自動車税の種別割又は令和8年度以後の年度分の自動

車税（次項において「自動車税等」という。）を」と、同条第2項中「自動車税が」とあるのは、「自動

車税等が」とする。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

10 施行日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前

の例による。 

（和歌山県自動車税証紙等規則の一部改正に伴う経過措置） 

11 この規則の施行の際現に存する第3条の規定による改正前の和歌山県自動車税証紙等規則第5条第2項

の規定による指定は、新証紙等規則第5条第2項の規定による指定とみなす。 

（従前の様式による用紙） 

12 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。 

 
和歌山県規則第15号 

和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次の
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ように定める。 

令和8年3月31日 

和歌山県知事 宮 﨑   泉 

和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例施行規則（平成27年和歌山県規則第60

号）の一部を次のように改正する。 

別記第1号様式を次のように改める。 
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別記第1号様式（第2条関係） 

 

地方活力向上地域における     税 課税免除 
不均一課税 申請書 

年  月  日  

 県税事務所長 様 
 

住 所 又 は 所 在 地  
氏 名 又 は 法 人 名  
法 人 の 場 合 は 
代 表 者 氏 名 

 

生 年 月 日  
個人番号又は法人番号  
電 話 番 号  

 
和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例第5条の規定により、次のとお

り申請します。 

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定の日   年  月  日 

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の種類 移転型・拡充型 

新設し、又は増設した

特 別 償 却 設 備 

事業の用に供した

年 月 日 
取 得 価 額 

特別償却の

有 無 

 年  月  日 円  

 年  月  日 円  

 年  月  日 円  

計  円  

同上

特別

償却

設備

の敷

地で

ある

土地 

取 得 年 月 日 

特定業務施設又は 
特定業務児童福祉施
設の着工（取得） 
年 月 日 

所 在 地 面 積 

年 月 日 年  月  日  ｍ2 

年 月 日 年  月  日  ｍ2 

年 月 日 年  月  日  ｍ2 

計   ｍ2 

 各月末現在の従業者の数及び基準数値 

月 別 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 基 準 数 値 

同上特別償却設備

（特定業務児童福

祉施設の用に供す

る減価償却資産を

除く。）に係る従

業者の数 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 ①  人 

同上特別償却設備

（特定業務児童福

祉施設の用に供す

る減価償却資産を

除く。）以外に係

る従業者の数 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 ②  人 

県内に有する事務

所又は事業所の従

業者の数で上記以

外の数 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 ③  人 

 事業税課税免除の割合 ①／（①＋②＋③） ／ 
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備考 

1 「個人番号又は法人番号」欄は、申請者が個人の場合は個人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第2条第5項に規定する個

人番号をいう。）を記載し、法人の場合は法人番号（同条第16項に規定する法人番号をいう。）

を記載すること。 

2 「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の種類」欄は、地域再生法（平成17年法律第24

号）第17条の2第3項の認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同条第1項

第1号に該当する場合は「移転型」を、同項第2号に該当する場合は「拡充型」を○で囲むこと。 

3 「新設し、又は増設した特別償却設備」欄及び「同上特別償却設備の敷地である土地」欄に記

載しきれない場合は、当該欄には合計のみを記載し、かつ、明細は、当該欄の様式により別紙に

記載して添付すること。 

4 「事業の用に供した年月日」欄は、実際に事業の用に供した年月日（減価償却開始年月日）を

記載し、いまだ事業の用に供されない場合にあっては、事業の用に供する予定年月日を記載する

こと。 

5 「各月末現在の従業者の数及び基準数値」欄は、計画の種類が移転型の場合のみ記載するこ

と。 

6 「同上特別償却設備（特定業務児童福祉施設の用に供する減価償却資産を除く。）以外に係る

従業者の数」欄には、新設し、又は増設した和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置

に関する条例第2条第1項に規定する特別償却設備を含む事務所又は事業所で当該特別償却設備

（特定業務児童福祉施設のうち特定業務施設の新設に併せて整備されるものの用に供する減価償

却資産を除く。）に係る従業者以外の従業者の数を記載すること。 

7 「基準数値」欄は、地方税法（昭和25年法律第226号）第72条の48に規定する事業税の分割基準

の算定の例により記載すること。 

8 この申請書には、次の区分に応じそれぞれに掲げる書類を添付すること。 

(1) 事業税若しくは県固定資産税の初年度（第2年度又は第3年度のうち新設し、又は増設した

設備につき初めて課税免除又は不均一課税の申請をする年度を含む。）又は不動産取得税に

係る申請 

ア 法人税又は所得税の特別償却明細書の写し 

イ 事業所位置図 

ウ 事業所内配置図 

エ 特定業務施設の各階平面図 

オ 特定業務児童福祉施設を整備している場合にあっては、当該特定業務児童福祉施設の各

階平面図 

カ 設備配置図 

キ 年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類 

ク その他県税事務所長が必要と認める書類 

(2) 事業税又は県固定資産税の第2年度又は第3年度（(1)に該当する年度を除く。以下同じ。）

に係る申請 

ア 第2年度又は第3年度に係る法人税又は所得税の確定申告書の写し 

イ 新設し、又は増設した設備を第2年度又は第3年度においても事業の用に供していること

を明らかにする書類 

ウ その他県税事務所長が必要と認める書類 
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附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

（従前の様式による用紙） 

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。 
  

    訓     令 

和歌山県訓令第6号 

総 務 部 
県税事務所 

和歌山県税規程及び和歌山県税収入事務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和8年3月31日 

和歌山県知事 宮 﨑   泉  

和歌山県税規程及び和歌山県税収入事務規程の一部を改正する訓令 

（和歌山県税規程の一部改正） 

第1条 和歌山県税規程（昭和29年和歌山県訓令第162号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
  

（納期限後に申告納入し、若しくは申告納付し
、又は納付する県税に係る延滞金額の減免の基
準） 

第13条 法第64条第４項、第71条の13第２項、第
71条の34第２項、第71条の54第２項、第72条の
45第４項、第72条の53第２項、第73条の32第２
項、第74条の22第３項、第89条第２項、第1 4 4
条の46第２項、第1 6 5条第３項、第1 9 6条第２
項及び第7 0 0条の63第２項の規定により、延滞
金額を減免する場合は、次の基準によらなけれ
ばならない。 
(１)～(３) 略 

 
（法人の県民税、県民税利子割、県民税配当割
、県民税株式等譲渡所得割、法人の事業税、県
たばこ税、ゴルフ場利用税及び軽油引取税に係
る不足税額の延滞金額の減免の基準） 
 

第14条 法第56条第５項、第71条の12第３項、第
71条の33第３項、第71条の53第３項、第72条の
44第５項、第74条の21第３項、第88条第３項及
び第1 4 4条の45第３項の規定により、延滞金額
を減免する場合は、次の基準によらなければな
らない。 
(１)～(３) 略 

 
（様式等） 

第25条 この規程により、県税事務所の長が整理
する帳簿、通知書、報告書等の書類（その作成
又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存が
されている場合における当該電磁的記録を含む
。次項において「帳簿等」という。）で次に掲
げるものの様式は、当該各号に定めるところに
よる。 
(１)～(14)の９ 略 
(14)の10 自動車税賦課減額報告書 別記第14号

の10様式 
(14)の11～(31) 略 

（納期限後に申告納入し、若しくは申告納付し
、又は納付する県税に係る延滞金額の減免の基
準） 

第13条 法第64条第４項、第71条の13第２項、第
71条の34第２項、第71条の54第２項、第72条の
45第４項、第72条の53第２項、第73条の32第２
項、第74条の22第３項、第89条第２項、第1 4 4
条の46第２項、第1 7 0条第２項、第1 7 7条の18
第３項、第1 9 6条第２項及び第7 0 0条の63第２
項の規定により、延滞金額を減免する場合は、
次の基準によらなければならない。 
(１)～(３) 略 

 
（法人の県民税、県民税利子割、県民税配当割
、県民税株式等譲渡所得割、法人の事業税、県
たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税及び自
動車税の環境性能割に係る不足税額の延滞金額
の減免の基準） 

第14条 法第56条第５項、第71条の12第３項、第
71条の33第３項、第71条の53第３項、第72条の
44第５項、第74条の21第３項、第88条第３項、
第1 4 4条の45第３項及び第1 6 9条第３項の規定
により、延滞金額を減免する場合は、次の基準
によらなければならない。 
(１)～(３) 略 

 
（様式等） 

第25条 この規程により、県税事務所の長が整理
する帳簿、通知書、報告書等の書類（その作成
又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存が
されている場合における当該電磁的記録を含む
。次項において「帳簿等」という。）で次に掲
げるものの様式は、当該各号に定めるところに
よる。 
(１)～(14)の９ 略 
(14)の10 自動車税（種別割）賦課減額報告書 

別記第14号の10様式 
(14)の11～(31) 略 
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２ 略 ２ 略 
  

別記第14号の10様式中「自動車税（種別割）賦課減額報告書」を「自動車税賦課減額報告書」に改め

る。 

（和歌山県税収入事務規程の一部改正） 

第2条 和歌山県税収入事務規程（昭和39年和歌山県訓令第16号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
  

（証紙の消印） 
第８条の２ 納税者が和歌山県税条例（昭和25年
和歌山県条例第37号。以下「条例」という。）
第68条第４項の規定に基づいて自動車税を証紙
をもって納付した場合の証紙の消印は、総務部
総務管理局税務課長の指定する職員が証紙を貼
った紙面と証紙の彩紋とにかけて証印（別記第
２号の２様式）をもってしなければならない。 

 
 
（証紙徴収実績簿の備付け） 

第８条の３ 総務部総務管理局税務課には、証紙
徴収実績簿（別記第２号の３様式）を備え、前
条に規定する証紙の消印及び条例第68条第４項
に規定する証紙代金収納計器の表示の状況を整
理しておかなければならない。 

 
 
（納税の告知の登記） 

第47条 歳入徴収者は、第３条の規定により調定
をしたとき、及び地方税法の規定により納税の
告知をしたときは、狩猟税の証紙徴収分を除き
、直ちに、個人県民税にあっては市町村ごと、
狩猟税の証紙徴収分以外のものにあっては代表
納税者ごと及びその他の税目にあっては納税者
等ごとの納付すべき金額、納期限その他必要な
事項を歳入徴収票（別記第21号様式）及び滞納
整理票（別記第21号の２様式）に登記しなけれ
ばならない。ただし、歳入徴収者が事務上支障
がないと判断した場合には、滞納整理票への登
記を省略することができる。 

 
 
別記第２号の３様式（第８条の３関係） 

証 紙 徴 収 実 績 簿 

略 

 
 
 
別記第３号様式（第９条関係） 
（その１） 略 
（その２） 

略 

備考 この様式は、指定金融機関等に備え付
け、自動車税以外を納付（入）する場合に
納税者に交付するときに使用するものとす
る。 

 
別記第21号様式（第47条関係） 
（その１）～（その５（１）） 略 
（その５（２）） 
略 

備考 この様式は、自動車税の現年課税分に
ついて使用する。 

（その６） 
略 

（証紙の消印） 
第８条の２ 納税者が和歌山県税条例（昭和25年
和歌山県条例第37号。以下「条例」という。）
第68条第２項及び第73条の８第４項の規定に基
づいて自動車税を証紙をもって納付した場合の
証紙の消印は、総務部総務管理局税務課長の指
定する職員が証紙を貼った紙面と証紙の彩紋と
にかけて証印（別記第２号の２様式）をもって
しなければならない。 

 
（証紙徴収実績簿の備付け） 

第８条の３ 総務部総務管理局税務課には、証紙
徴収実績簿（別記第２号の３様式）を備え、前
条に規定する証紙の消印並びに条例第68条第２
項及び第73条の８第４項に規定する証紙代金収
納計器の表示の状況を整理しておかなければな
らない。 

 
（納税の告知の登記） 

第47条 歳入徴収者は、第３条の規定により調定
をしたとき、及び地方税法の規定により納税の
告知をしたときは、自動車税の環境性能割及び
狩猟税の証紙徴収分を除き、直ちに、個人県民
税にあっては市町村ごと、狩猟税の証紙徴収分
以外のものにあっては代表納税者ごと並びにそ
の他の税目にあっては納税者等ごとの納付すべ
き金額、納期限その他必要な事項を歳入徴収票
（別記第21号様式）及び滞納整理票（別記第21
号の２様式）に登記しなければならない。ただ
し、歳入徴収者が事務上支障がないと判断した
場合には、滞納整理票への登記を省略すること
ができる。 

 
別記第２号の３様式（第８条の３関係） 

証 紙 徴 収 実 績 簿 

略 

備考 この様式は、自動車税の環境性能割、
自動車税の種別割の別に作成すること。 

 
別記第３号様式（第９条関係） 
（その１） 略 
（その２） 

略 

備考 この様式は、指定金融機関等に備え付
け、自動車税の種別割以外を納付（入）す
る場合に納税者に交付するときに使用する
ものとする。 

 
別記第21号様式（第47条関係） 
（その１）～（その５（１）） 略 
（その５（２）） 
略 

備考 この様式は、自動車税の種別割の現年
課税分について使用する。 

（その６） 
略 
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備考 この様式は、自動車税の滞納繰越分に
ついて使用する。 

（その７） 略 

備考 この様式は、自動車税の種別割の滞納
繰越分について使用する。 

（その７） 略 
  

別記第21号の2様式（その6）（表面）中「自動車税（種別割）」を「自動車税」に改め、同様式（裏

面）備考中「の種別割」を削り、同様式（その7）（裏面）備考中「自動車税の環境性能割の更正決定

分、」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第2条中第47条の改正規定（「並びに」を「及び」 

に改める部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

（自動車税に関する経過措置） 

2 第1条の規定による改正後の和歌山県税規程の規定中自動車税に関する部分は、令和8年度以後の年度

分の自動車税について適用する。 

3 第2条の規定による改正後の和歌山県税収入事務規程の規定中自動車税に関する部分は、令和8年度以

後の年度分の自動車税について適用する。 

4 この訓令の施行の日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の

例による。 

5 令和7年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

 

和歌山県訓令第7号 

税務課 
税務課に勤務する職員のうち特定の業務に従事するものの勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓

令を次のように定める。 

令和8年3月31日 

和歌山県知事 宮 﨑   泉  

税務課に勤務する職員のうち特定の業務に従事するものの勤務時間等に関する規程の一部を改正

する訓令 

税務課に勤務する職員のうち特定の業務に従事するものの勤務時間等に関する規程（平成18年和歌山県

訓令第2号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
  

第１条 この訓令は、和歌山県職員服務規程（昭
和63年和歌山県訓令第６号）第３条第６項の規
定に基づき、税務課に勤務する職員のうち、和
歌山県税条例（昭和25年条例第37号）第３条の
２第１項第３号に規定する事務に従事するもの
（以下「職員」という。）の勤務時間等につい
て定めることを目的とする。 

第１条 この訓令は、和歌山県職員服務規程（昭
和63年和歌山県訓令第６号）第３条第６項の規
定に基づき、税務課に勤務する職員のうち、和
歌山県税条例（昭和25年条例第37号）第３条の
２第１項第３号及び第５号に規定する事務に従
事するもの（以下「職員」という。）の勤務時
間等について定めることを目的とする。 

  

附 則 

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。 

 


